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中山間地域等直接支払事業

最終評価に係る説明資料

平成２１年８月１１日（火）
村づくり計画課

沖 縄 県 農 政 審 議 会

（農 業 振 興 対 策 部 会）
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農政審議会（農業振興対策部会）における
審議について

• 「中山間地域等直接支払交付金実施要領」（第13
条）により、最終評価の内容について、中立的な
第三者機関（農政審議会）において検討・評価す
ることとなっている。

• 農政審議会「農業振興対策部会運営要綱」（第2
条３の（１））により、中山間地域等直接支払制度
に関することについて審議することとなっている。
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中山間地域等直接支払事業とは

• 平成12年度～平成16年度 前期対策（第1期）

• 平成17年度～平成21年度 今期対策（第2期）

• 農地の傾斜に起因する生産性の不利性と遠隔
性に起因する遠隔離島の不利性を補填するもの
で、農業・農村が持つ多面的機能を守るための
集落協定又は個別協定に基づき５年間以上継
続して行われる「耕作放棄の発生防止等の活
動」及び「多面的機能の確保」、「集落機能の活
性化」等の活動を行う農業者等に対し、補助金を
交付する事業である。
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中山間地域等直接支払制度の概要
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沖縄県の状況

• 沖縄本島では、名護市の勝山と本部町の伊豆味と
伊並（伊野波、並里）、今帰仁村の古呉我の集落
が事業を実施している。

• また、知事特認基準の遠隔離島としては、伊平屋
村、伊是名村、北大東村、南大東村、多良間村、
与那国町の６町村で実施されている。

• なお、久米島町の旧仲里村、宮古島市の旧伊良部
町、及び竹富町につきましては、市町村の財政負
担の問題や地域均衡の観点から実施していない。
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最終年の評価は、市町村段階、都道府県段階並びに全国段階において、集落協定及び個別協定で規定した農業
生産活動等として取組むべき事項の実施状況等について行い、制度全体の見直し等に活用することを目的。

中山間地域等直接支払制度最終評価の流れ
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制度の効果と課題
• 耕作放棄の防止
• 水路･道路の管理
• 多面的機能の増

進 等

集落協定等の評価
• 中間年評価結果
• H20年度までの

実施状況 等

第三者委員会

報告

客観評価

平成２１年３月末まで 平成２１年５月末まで 平成２１年８月末まで
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市 町 村 数

対象市町村数 ９市町村

基本方針策定市町村数 ９市町村

交付市町村数 ９市町村
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全協定数 １０協定

内 訳

体制整備単価 ８協定

（10割単価）

基 礎 単 価 １協定 （古呉我集落）

(8割単価）

個別協定 １協定 体制整備単価 (伊平屋村）

(10割単価)

協 定 数

集落協定 ９協定
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交 付 面 積 （１）

対象農用地面積 ３,８３６ｈａ

畑 ３,５９６ｈａ

地目別交付面積

草地 ２４０ｈａ
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交 付 面 積 （２）

急傾斜農用地 ,１６２ｈａ

交付基準別交付面積 緩傾斜農用地 ,６０ｈａ

知事特認基準 ３,６３９ｈａ
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交付単価

ア 急傾斜農用地（補助率：国1/2、県・町村1/4）
田21,000円、
畑11,500円、草地10,500円、
採草放牧地1,000円/１０ａ

イ 緩傾斜農用地（補助率：1/2、県・町村1/4）

及び
知事特認農用地（補助率：国、県、町村1/3）
田8,000円、
畑3,500円、草地3,000円、
採草放牧地300円/１０ａ
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交 付 金

交 付 総 額
１４,５９０万円

個 人 配 分 ４，６１３万円
集落協定（４） ３，９９９万円
個別協定（１） ６１４万円

共同取組活動分 ９，９７７万円
集落協定（９）
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平成20年度 中山間地域等直接支払制度 交付金使途関連データ
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制 度 の 評 価

(1) 集落マスタープランに定めた取り組むべき事項

(2)  農業生産活動等として取り組むべき事項

(3)  自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備

として取り組むべき事項

(4)  その他協定締結による活動
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(1)集落マスタープランに定めた取り組

むべき事項

• 集落協定の締結をきっかけに地域住民の集
落活動への意識向上が図られた。

①要指導・助言協定数 ５協定

(名護市１、本部２、伊是名１、与那国１）

②上記のうち

目標達成が見込まれる協定数 ５協定
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(2)農業生産活動等として取り組むべき事項

①耕作放棄の防止等の活動

【鳥獣害対策】 3集落協定

②水路・農道等の管理活動

年数回の集落の清掃活動に併せて水路や農
道の清掃・点検が行われ、維持管理が図られ
ている 9集落協定

③多面的機能を増進する活動

【景観作物の作付け】 9集落協定
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【 鳥獣害対策事例 】

本部町 伊豆味、伊並集落
防鳥ネットを計１．８ｈａ支給して、

鳥獣害対策を実施。

今帰仁村 古呉我集落
ｶﾗｽ捕獲機及び協定参加者５人全員に防鳥

ネットを支給して、鳥獣害対策を実施。
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【 景観作物の作付け事例 】

今帰仁村 古呉我集落
集落の入口に景観作物を植え付け、農道の清掃等を行い

美化活動をおこなっている。
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(3)自律的かつ持続的な農業生産活動等の体

制整備として取り組む活動

①農用地等保全マップ作成及び活動実践
・台風等の自然災害の際、簡易的な修復作業が迅

速に行えるなど作業の効率化が図られた。
・９全ての集落協定でマップの作成、活動実践

②生産性・収益性向上
【機械・農作業の共同化】

③担い手育成
・認定農業者の育成 ２４９人
・新規就農者の確保 ３人

④多面的機能の発揮
【学校教育等との連携】
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【 機械・農作業の共同化事例 】

伊平屋村 伊平屋地区集落
ＪＡと８０戸の農家とで、延べ１７８ｈａの農

用地について、農作業受委託契約を締結。

北大東村 北大東集落
農作業受委託率が、さとうきび収穫作業

で１００％、農薬散布で８０％等と機械の共
同化が進んでいる。

＜ハーベスタ収穫＞

＜病害虫防除＞
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【 学校教育等との連携事例 】

多良間村 多良間集落
小学校の上級生で構成する緑の少年団が、椿の苗等を防風林

に植え付けており、宮古島での植樹祭にも参加。
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（４）その他協定締結による活動

• 都市住民との交流

• 非農家との連携

• その他
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【 都市住民との交流事例 】

本部町 伊豆味集落
みかん狩りシーズンの１０月～２月だけでなく、周年を通して集客できる新しい

観光農園の取組として、ベゴニア園を３月末～５月の２ヶ月間、あじさい園を
５月末～６月の約１ヶ月間開園。

＜みかん狩り風景＞

＜ベゴニア祭り風景＞

＜あじさい祭り風景＞
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＜展示販売風景＞

【 非農家との連携事例 】

名護市 勝山集落
シークァーサー生産振興の様々な取組の外、「勝山つたえ隊」の結成や

非農家との連携により「勝山シークヮーサー花香り祭」を開催し、都市住民
と交流を図る。

＜祭り準備の様子＞

＜都市との交流＞ ＜勝山つたえ隊＞
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【 その他の事例 】

南大東村 南大東集落
さとうきびの病害虫ハリガネムシ対策として、性フェロモンを

利用した「交信かく乱法」を実施。

＜フェロモンチューブの設置＞
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ま と め
• 耕作放棄の発生防止・解消

高齢化が進む中で、耕作放棄地になる可能性のあった
農地に後継者や担い手が確保されるなど、耕作放棄の発
生防止に効果を上げている。

• 農業生産活動の維持を通じた多面的機能を確保
肥料等の配布による経費の削減及び反収アップ等より

農業生産活動が維持され、集落の環境整備や祭りの開催
など多面的機能の確保により都市住民との交流が図られ
ている。

• 集落機能の活性化
集落協定の締結により、地域共同活動等がより明確に

なり、計画的に実施されている。また、地域住民の集落活
動に対する意識の向上と、団結力の強化など集落機能の
活性化が図られている。



35

各市町村の総合評価の結果

3 市町村, 33%6 市町村, 67%

A

B

今 期 対 策 の 県 ・ 各 市 町 村 評 価

総合評価の区分

おおいに評価できる

おおむね評価できる

以上のような結果から総合的判断し

事業の継続を要望。


